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	審議状況
	開会
〈事務局〉
定刻になりましたので、ただいまから、令和７年度第２回板橋区ユニバーサルデザイン推進協議会を開会いたします。
私は事務局を務めます、板橋区福祉部障がい政策課長の佐久本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、これより会議に入らせていただきます。会議に先立ちまして、八藤後会長から一言ごあいさつをお願いいたします。
〈会長〉
皆様、おはようございます。まだまだ暑いですが、皆様、体調は大丈夫でしょうか。今日は板橋区のユニバーサルデザイン推進計画2035という、今後の10年を決めていく計画が審議事項となっております。非常に重要な役割を担っておりますので、活発なご意見をどうぞよろしくお願いいたします。
また、板橋駅の再整備についても審議事項となっております。こちらもぜひ皆様にご意見をいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
〈事務局〉
ありがとうございました。
本日は、水村委員、桑波田委員、堀井委員、アダムス委員が所用によりご欠席とのご連絡をいただいております。委員18名中14名のご出席をいただいておりますので、東京都板橋区ユニバーサルデザイン推進協議会規則第３条第２項の規定により、本協議会が成立しておりますことをご報告いたします。
それでは、次第に沿って資料の確認をいたします。
（次第に沿って、資料の確認）
不足がございましたら、事務局の方にお申しつけください。
ここからの進行は会長にお願いしたいので、どうぞよろしくお願いいたします。
〈会長〉
はい。分かりました。まず、本日の会議の傍聴について事務局からご説明をお願いいたします。
〈事務局〉
本日は２名の方が傍聴を希望されておりますので、よろしくお願いいたします。また、議事録作成のため、審議内容を録音いたしますので、ご了承のほどお願いいたします。
なお、本協議会の記録や計画の本編に掲載するため、会場全体が収まる構図で写真を撮らせていただきたいと存じます。映りたくない方は配慮いたしますので、事務局までお申しつけください。
〈会長〉
ありがとうございました。
それでは、議題に入る前に出席者の皆様へご協力いただきたいことが２点ございます。まず、発言をする際は、手話通訳などを必要としている方もいらっしゃいますので、なるべくゆっくりと、分かりやすい言葉でご発言いただくようお願いいたします。また、ご発言の前にはお名前を名乗っていただきますようお願いいたします。

【審議事項】
（１）板橋区ユニバーサルデザイン推進計画2035（素案）について
〈会長〉
それでは、次第に沿って進めてまいりたいと思います。議題の１つ目、「板橋区ユニバーサルデザイン推進計画2035（素案）」について、事務局からご説明願います。
〈事務局〉
（障がい政策課長より、資料１「板橋区ユニバーサルデザイン推進計画2035（素案）」について説明）
〈会長〉
ありがとうございました。
　次期計画の素案について、現状の区の方針は今のご説明のとおりということですが、改めまして、協議会の皆様の意見をいただいて、さらによりよくしていきたいと思います。ぜひ活発に意見を出していただけますと幸いです。
　まず、素案でいうとP30・P31の取組の指針までで区切って、それ以降についてはその後にまた伺いたいと思いますが、つながっている場合もありますので、どこからでも構わないと思います。
　どんなことを伺いたいかというと、記載内容に不備がないかとか、あれを発言したんだけど反映されていないとか、今日初めておっしゃっていただく内容でも構わないです。
　それから、内容を確認するという意味で、質問だけでも結構でございますので、どうぞお寄せいただければと思います。
〈委員〉　
P21の「ユニバーサルデザインの話になるとよく出てくる言葉があります」ということで始まるコラムで、「当事者」について「そのことで日々困っている人」という表現ともう一つ、「そこに深く関わって暮らしている人」と二つ、「当事者」を言い換えているんですけど、最初の方はまあいいとして、２番目の言い換え、「そこに深く関わっている人」というのは、このまま言葉としては「深く関わっている」というと、大学の先生とか、ユニバーサルデザインに詳しい人というようなことを指しているように受け取ってしまいます。ただ例示を見ると、全て障がい者のことを例示していますが、この２番目の「深く関わっている人」というのは、誤解を生じるんじゃないかなと思っております。
　どうしても二つ入れるとしたら、「それにより制約を受けている人」とか、そういう言い方で当事者の方を説明してもらいたいんですが、いかがなものでしょうか。
〈会長〉　
ありがとうございます。「そこに深く関わって暮らしている人」、私もさらっと読んでしまいましたが、おっしゃるとおりだと思います。
　事務局の方で、まず、今のご意見についていかがでしょうか。
〈事務局〉
この当事者という言葉は、例えば「障がい者や制約を受けている方」だけではなく、施設の利用者であったり、近隣にお住まいの方であったり、そういった方も当事者であるという視点がございました。
　そのため、これが、困っている方、制約を受けている方だけではないというところを示す言葉として、今、このような記載になっているところでございます。
　もし違和感を感じられるということでしたら、事務局の方で考えさせていただき、表現を検討させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
〈委員〉　
今のお話で、そういうことを指しているというのだったら、ちょっと言葉が合っていないなというのが、先ほど申し上げたことになります。
　想定する人は、一つ、この構成としてちょっと足らないのは、もし「深く関わっている人」という言い方が、今、おっしゃったとおりだとしたら、例の中にそれが入っていないんですね。
　今おっしゃった、そういう特性のある人たちが例の中に入っていないので、「深く関わっている人」というのが別の意味にとらえられてしまっているのではないかと思います。
〈会長〉　
そうですね。いかがでしょうか。
〈事務局〉
今、この「そこに深く関わって暮らしている人」という考え方を事務局としては取り込んでいきたいので、例示を増やしていって、制約を受ける人に限られないような表現をしていきたいと考えてございます。その方向で、もし何かご意見があれば伺いたいと思います。
〈委員〉
　そうすると、その「深く関わっている人」の例を、この後の方に出てくる具体的な例の中に、入れるということですね。
〈事務局〉
はい。そのようにしたいと考えております。
〈委員〉　
そうしないと、この「深く関わっている人」という言葉について、障がい者全員が、なぜ深く関わっているということになるのか、ということになってしまいますので。
　ただ、これはちょっと書き方を分けないと、「障がい者」が「深く関わっている人」であると受け取られかねないかなと、私は当事者としては危惧しています。何も好きこのんで深く関わっているわけではないのでね。この辺はそういう当事者の感覚のニュアンスをちょっと感じてほしいなと思っております。
〈事務局〉
ありがとうございます。この部分の書き方については、今いただいたご意見を踏まえながら、修正を入れていきたいと思います。
　ただ、やはり事務局としては、バリアフリーではなく、ユニバーサルデザインの視点から考えると、やはり障がい者に特化した文章ではない形での修正をさせていただきたいというところです。
〈委員〉　
分かりました。この「深く関わっている人」という表現は、意味は事務局のおっしゃるとおりで結構でございます。障がい当事者ではなく、ユニバーサルデザインについて深く関心を持って、その実現に努力している人たちのことを指しているのかと思いますので、そのように書いてもらいたいです。
　そして、もう一つ、先ほど例示については増やすということでしたので、それはそれでお願いしたいと個人的な意見としては思っておりますが、事務局の方に任せますので、よろしくお願いいたします。
〈事務局〉
分かりました。よろしくお願いします。
〈会長〉　
もし、ただいまの委員のご発言に関して、例えばこんな表現がいいのではないかとか、何かこれに関連したご意見があれば、伺いますが。
〈委員〉
　今のお話はなるほどと思いました。私自身もこの書き方だと、ちょっと誤解されるかなと思っております。
　そもそもなぜ当事者主体というふうになったかといいますと、福祉とか、障がい者施策を話し合っているのが、当事者を抜いて話し合っていることが多かったんですよね。それはいけないということで、障がい当事者を含めるという考え方に変わってきました。
　広い意味での「当事者」全体の意見を聞くのも大切ですが、それが大きくなりますと、今度は逆に、過去のような障がい者の声が反映されない状況にまた戻ってしまうというような心配もあります。それなので、慎重な検討が必要だと思うんです。
　当事者というのは、障がい者を抜きには進まないということが第一にあると思います。その辺のところも考えていただきたいと思います。ありがとうございました。
〈会長〉　
事務局から、何か、コメントがありますでしょうか。
〈事務局〉
そこが、もしかすると事務局の考えと少しずれが、今、生じているのかもしれないなと思っておりまして、他の皆さんのご意見もお聞きしたいです。確かに障がいのある方への配慮は大切だし、そこを抜きにはできない。ただ、障がい者以外の人も排除しないで取り込んでいきたいなというのが、事務局の考え方なんですが、いかがでしょうか。
〈会長〉　
実は「当事者」ということについては、今日一番の論点になるんじゃないかなと思っていましたので、ちょっと補足させてください。
国交省の方で、まちづくり関係に関しては、従来から当事者参加というのは入っておりましたけれども、特にそれを強調して、十分にやるようにと言われてきております。
　そのため、今、世の中では、じゃあ「当事者って何なんだ」というのが言われております。例えば単に役所から、「何か意見はありますか」と聞かれて、「それはいいですね」とか、「駄目ですね」とかというのが当事者参加なのか、とか。
　あまり深入りすると時間がなくなりますけれども、そのように様々な意見が出ております。結論は出ていません。
　10年後に見てもあまり違和感がないようなものを作りたいと思いますので、この計画の中では、その「当事者」というところは割と広く捉えるという傾向があるようですけれども、そうすると、逆に、先ほどのご発言のように、今まで割と中心的に扱われていた障がい者というのが少し薄まってしまうんじゃないかという、そういう危惧も確かにあろうかなとは思いました。
　この件について引き続き意見をちょっといただきたいのでございますけれども、よろしいですか。
〈委員〉　
私も、皆様のご意見と同じで、「当事者」と書かれますと、障がい者というふうに受け取ってしまいます。私たち福祉系の団体は特にそうなんですが、いつもの会話の中でも障がいのあるご本人のことを「当事者」と言っています。
　区の方の考え方は、障がいがあってもなくても、そこを使う人、そこに住んでいる人たちが、全ての人たちが、その声でまちを変えていくというような意味合いで使いたいとおっしゃったと思うんですが、私たち障がい側の方だと、この「当事者」という記載は、障がい者ご本人のことと受け止めるので、もし障がいがあってもなくても、いろんな方たちを指すとか、いろんな方たちの意見を出すという内容で使いたいということであれば、もう少し「当事者」という記載を変えていただいた方が分かりやすいのかなというふうに思いました。
〈会長〉　
ありがとうございます。ちょっと私から、今のことで確認をしたいんですけれども。
　ということは、当事者というのは、少し広い意味で、お互いを支えるというか、あるいは、みんなで支え合うというか、そういう広い意味で取ってもいいんじゃないかという、そういう前提でのご発言と考えてよろしいですか。
〈委員〉　
広い意味で取るんであれば、「当事者」という記載ではない方がいいのかな思いました。ぱっと見て、この「当事者」と私たちが見ると、周りの人たち、支援をする方とか、そういった方たちではなくて、障がいがあるご本人と感じ取ってしまうので、もう少しその記載の内容を、障害があってもなくても、全ての方たち、高齢の方だったり、子どもだったりという、高齢者もそうですが、全ての人たちが当てはまる、そこに住んでいる人たちが当てはまるんですよという意味合いであるんであれば、「当事者」ではなく、もう少し違う表現の仕方がいいのかなと思いました。
〈会長〉　
ありがとうございます。議論が大変深まってきております。引き続き聞きたいと思います。
〈委員〉
「当事者」という言葉で、また別の視点から意見させていただきます。今、小学校、中学校、高校といった学校教育現場では「当事者意識を持って」という言葉がよく使われます。
　それは、他人事にせず、自分事として物事を受け入れましょうということで「当事者」という言葉を使っているんですね。
　なので、この世の中、子どもたちも「当事者」という言葉を使っていますので、「当事者」という言葉はとても大事なのかなというふうに思っております。
　ただ、いろんな方の意見を聞きまして、私は子育て中の母としての当事者ということで、子どもに当事者意識を持ってというのを教えているんですけれども、その「当事者」という言葉は、受ける人によっては、いろんな意味合いを持つのかなというのを感じましたので、そこも含めて、これから使っていかなくてはいけないのかなと思いました。
〈会長〉　
ありがとうございます。多様な考え方があるというのを、今初めて知りまして、つまり自分事として、ものに取り組みなさいという、そういうことですよね。
　ちょっと私にとっても新しい視点だったかなと思います。ありがとうございます。
〈委員〉　
よろしくお願いいたします。私自身の意見を言いたかったのは、別件なんですけど、当事者のことで、ちょっとだけ今の皆さんの意見を聞いて感じたことをお話しします。
　私は「障がい当事者」という言葉を自分では使っていました。ユニバーサルデザインというのは、障がい者だけではなくて、いろんな人が使えるものも前提になっていて、もちろん私が使いやすいものができるといいんですけども、それ以外、いろんな立場の人も使いやすいということも、やっぱり前提として考えているんだなということを私は認識しています。
　確かに障がいがある私たち、私の意見もすごい大事ですけれど、後半にも「当事者の声を取り入れながら～」とか、そういう記載が出てくるので、やっぱり当事者イコール誰なのかということを明確にしてほしいと思います。
　区の方では、いろんな人を当事者として多く取り込みたいというのも分かるんですけど、いざというときに、「当事者の声を入れた」といいながら、結局違うじゃないかということをやってほしくないという気持ちがあります。だから、そこで誤解を受けないようなことを書いてほしいなと、私自身は思います。
　多くの人を当事者として取り込みたいというのも分かるんですけど、そこの矛盾をちょっと私は感じていました。中途半端な意見で申し訳ありません。まとまったときには、また、後日、メールか何かで意見に書こうと思います。
それから、このコラムの中で「レガシー」という言葉が出てくるんですけれども、私が勉強不足で「レガシー」という意味がちゃんと理解できてなくて、もっと後の方では「アクセシビリティ」という言葉が出ているんですけど、世間一般的に分かりにくいのかなと思います。皆さんにとっては、当たり前の言葉かもしれませんが、注釈をつけてほしいなと思います。

〈会長〉　
ありがとうございます。
　注釈についての要望については、またご意見があろうかと思いますので、ちょっとまた後で、皆さんに、もう一度、伺いたいと思います。
　引き続きまして、この当事者のことについての意見がある方、いらっしゃいますでしょうか。
〈委員〉　
　文章の表現の問題なんだと思うんですけれども、P20に「当事者」についてということで、「原則としてすべての利用者を指しますが、本計画では、特に障がい者、高齢者、子ども、乳幼児連れ、妊産婦、外国人等の利用者を想定しています」と書いてありますので、これの方がよっぽど言い換えた言葉より分かりやすいと思うんですね。
　このP21のコラム５行目の「たとえば」以下の部分というのは、全ての利用者ということを盛り込みたいというのは分かるんですけど、この「たとえば」以降の話は、全てそのことで日々困っている人のことなんだと思うんですよ。
　それを、「たとえば」では、日々困っている人のことしか書いていないのに、ここに全ての利用者の意味合いを無理に入れようとするから、ちょっと誤解が生じるのかなと思います。言い換えるにしても、「すべての利用者」の中に「そのことで日々困っている人」というのは含まれていると思うんですよ。だから「そのことで日々困っている人」を先に持ってくるというのも、また分かりにくいのかなと思います。
　なので、言い換える必要があるのかどうかも分からないんですけど、当事者というのは全ての利用者のことなんだけれども、そのことで日々困っている人に意見を聞いたという話ですよね。であれば、そのように書き換えればいいんじゃないですかと思うんですけど、いかがでしょうか。
〈会長〉　
ありがとうございます。今のご説明を聞いて、今さら気がついたんですけども、P20ページの「当事者」についてという、この２行と、P21ページの方は、実は「当事者」という言葉の意味合いはこれよりもっと広いんだよということを言っているんですけれども、ちょっと矛盾するというか、整合性が取れないというか、そんなことをご指摘いただいたのかなと思います。
　今のことについて、いかがでしょうか、事務局の方から。
〈事務局〉
このP20・21の「当事者」について、いろいろとご意見をいただき、ありがとうございます。
　本編を通して、事務局でも「当事者」というところが明確になっていない中で、いろいろな使い方をしてしまっているんじゃないかなと考えてございます。
　今、ご意見をいただきましたように、事務局として考えている「当事者」は、P20に書いてあるもの全てになっています。障がい者に特化するのではなく、利用者全てということになります。
　その中で「特に」というところで、困っている方というところで捉えております。
　この「当事者」につきましては整理をしていきたいと思いますし、このコラムと矛盾があるところについては、コラムの方を修正していきたいというのが事務局の考えではあります。
　ただ、そうしてしまうと、もしかすると、先ほどご発言いただいたように、障がい者に対する当事者というところでの意識が薄れてしまうおそれがあるのかなとも思っております。その辺りについて、もし何かご意見があれば伺いたいというところです。
〈会長〉　
ありがとうございます。引き続き、ご意見を伺いますけれども、実は、一昨日まで福祉のまちづくり学会がありまして、そこでこの「当事者」とは何だというのを２日間かけて結構やって、結論は出ていないんですよね。やはり、今この会場で皆様から意見をいただいたようなことが飛び交っておりました。
これを、今後10年間、色あせない文章に、今、作るというのは、区もなかなか大変なんだろうなと思いますが、これは皆様から意見を聞いて、まとめて出すしかないとは思います。
　ただ、今度の検討のときには、１個の案だけではなくて、例えばこういうのもあるというような出し方をされるといいと思います。次はまた、少し先になりますよね、数か月先になりますので、その間に、また皆さん方にもいろんな情報が入ってきたりすると思いますので、そのときに、また意見を伺うということもできると思います。
　でも、今日聞ける話は全部聞いておきたいと思います。
〈委員〉
　今の皆様のご意見を聞いていて、私も思うところがございまして、今ご指摘のございましたP20の「当事者」が、P21の「当事者」、そして、P６にも、コラムの中「ユニバーサルデザインとは」というところで、「すべての人のため」の設計というようなニュアンスが出てまいります。
　これらの内容については、いずれも非常に重要なものだと思いまして、何となく、私も読んでいて、コラムというところに位置づけるのはどうなのかなと思っております。例えば、P４に背景と目的と計画の期間等が記載されておりますけれども、その前に、本計画における用語の定義ということで、「ユニバーサルデザインとは」としたり、その後に「本計画における当事者とは」として、ここに持ってきてしまった方が、読んでいる方は、この計画においての当事者というのはそういう意味なんだなということも分かりますし、コラムというと、何となく本編とは関係ないのかなと思って、ちょっと飛ばしてしまいがちな位置づけかなとも思いますので、もっと前に出してもいいかなと感じました。
〈会長〉　
ありがとうございます。言われてみればですけれども、これだけ重要な話であるにもかかわらず、確かにコラムというのはちょっと軽いかもしれないと、今のご意見を聞いて私も思いました。
〈委員〉　
　先ほどからお聞きしていると、皆さん、なるほどなというご意見なんですが、なぜ当事者という線引きをしなきゃいけないのかというのが、私はちょっと不思議なんですね。
　もともとこういうユニバーサルデザインで議論しているのは、全ての人に対してのどうしていくかという考え方だと思うんですね。
　そうすると、今よく議論に上がっているＳＤＧｓの中で、「誰一人取り残さない」という思想があります。それを語る中で、たまたま「当事者」というふうに、概念的に線引きするような言葉を使ったので、抵抗があるんじゃないのかなと私は感じています。
〈会長〉　
ここで逆に線引きをして、あまりはっきりさせようということが、かえっていろんな考え方を挟めるんじゃないかという、そういうご意見ですね。ありがとうございます。
〈委員〉　
皆様のご意見、本当に勉強になっております。
　私も、「当事者」という言葉が、聞く人によって誤解を招くといいますか、その人たちの意識の中での意味合いとして見てしまうかなと思っています。ただ、明確に書く必要はあるとは思います。きっとこのコラムでも伝えたかったのは、先ほどもお話ありましたけど、教育現場で今、語られている、「みんなが当事者になりましょうね」という方向性を示したかったんだと思うんです。
　なので、書き方として、「当事者」というところの説明は、先ほど皆さんがおっしゃったように、別の場所できちんと書くことにして、コラムで思いとか、方向性を語るときに、みんなの力を取り入れながらやるんですよと、もう皆さんが当事者になりましょうという、そこの方向性といいますか、希望というか、そのように区としては考えていますよというところの説明を、このコラムの後半の方に書いていくとよいのではないでしょうか。当事者が何なのかという議論をして、結局いろんな立場からの意見で収拾がつかないのも当たり前だと思います。そうではなくて、困っている人も、支える人も、まだ無関係だなと思ってしまっている人も、実は当事者で、ユニバーサルデザインというのは、みんなが意識を持って、困っている人には助かるけれども、関係ない人は意識を持つという、いろんな側面がありますから、読むことによって方向性を導く文を最後につけてあげるといいのかなと思います。
　なので、あまり言葉の説明というところに注力してしまうと、本来の目的というのがやっぱりずれてきてしまいますので、結局、何がしたいのかというと、困っている方たちも含めて、何とかいい方向に持っていこうというのがこのユニバーサルデザインだと思いますので、補足説明をするだけではなく、方向性を示してほしいと思います。
　特にコラムというのは、読みやすい文体で柔らかく書いていただいていますので、そこの中で、思いですよね、こうしていきたいんですというところをもうちょっと書いていただけると、皆さんが理解しやすいのかなと思いました。
〈会長〉　
ありがとうございます。ただいまのご発言を聞きながらですね、今、委員のおっしゃった内容と、もしかしたらずれているかもしれないんですけれども、今ここであった議論を載せてもいいんじゃないかなと思いました。そんな理解でもよろしいですか。うなずいていただいておりますね。
　その中で、区としての考えをお示しすると、10年後ももつんじゃないかなという気がいたします。
今までのところで、事務局から、何かあればお願いします。
〈事務局〉
皆様から貴重な意見をいただき、ありがとうございました。
この「当事者」のところの書き方、表現の仕方については、今いただいた意見を参考にしながら、修正を加えていって、また、皆様にご提示させていただいきたいと思います。ありがとうございます。
〈会長〉　
ありがとうございました。
　ということで、他の意見を伺いたいと思います。
〈委員〉　
　P８・９ページの、国・東京都の動向というところです。
　前の会議のとき以後もいろいろ変わってきておりまして、例えば今年６月に国で手話施策推進法というのが制定されました。
　情報コミュニケーションアクセシビリティ推進法もありましたけれども、そちらの手話施策推進法の方を、せっかくできたので入れたらいいかなと思っています。
　また、聴覚障がい者のオリンピックであるデフリンピックが11月に開催されます。パラリンピックが３年前に開かれて、そのとき板橋区は、パラリンピックの会場も、デフリンピックの会場も何もなかったです。
　他の地域では、パラリンピックの会場、デフリンピックの会場があるところでは、ハードの面とか、ソフトの面など、いろいろ情報保障などが変わってきているところです。
　22年にパラリンピックをやって、それから、今度2025年にデフリンピックが開かれて、それに合わせて、ハード面・ソフト面がいろいろと改良されていますので、板橋も、それを参考に進めていくようというようなことを盛り込んでいきたいなと思っているんですが、いかがでしょうか。
〈会長〉　
　この８ページについて言えば、私も、実は今のご発言内容は、丸四つ目の障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進法、これに含まれるのかなと勝手に思っていましたが、そうじゃないんですよね。
　手話というのは、言語体系がきちんと法律で明確化されたということで、重要なコミュニケーション手段なので、この情報アクセシビリティとはちょっと違うんだというふうに捉えました。よろしいですか。
〈委員〉　
そうです。
〈会長〉　
事務局、お願いします。
〈事務局〉
今のお話については、どう取り入れるかは事務局にお任せいただいてよろしいでしょうか。
〈会長〉
検討していただくということで。
〈事務局〉
検討させていただきます。
〈会長〉　
ありがとうございました。他にございますでしょうか。
　先ほど出ました、「アクセシビリティ」や「レガシー」とか、そういう言葉について、注釈を入れるか、置き換えるかという、そういう要望で何かお気づきになったこととかはありますか。
　P40にＤＸというのがありますが、下手をすると10年後には「この言葉は何だろう？」となりかねません。施策の「情報取得環境の整備とくらしの中でのＤＸの推進」ですね。何か、これは元になる文書か何かがあるかどうかちょっと分からないんですが、ちょっとこれも先ほどの言葉と一緒にご検討ということでお願いできますでしょうか。
〈事務局〉
検討させていただきます。
〈会長〉　
ありがとうございます。他にありませんでしょうか。
〈委員〉
　今、会長の方で後半のページをおっしゃっていたので、後半のところよろしいでしょうか。
　P35の保育園でのＵＤスクールの画像について、「まちの中で困っている人を見つけて何ができるか考えよう！」となっているんですが、これをよく見ると、小さい子が手前にいて、大人が二人という画像なんですね。
　これだと、それこそ当事者が主体性を持って、子どもがちょっと見えづらいので、ここは、もうちょっと、保育園でということが分かるような画像にしてもらいたいなと思います。
　次、P60なんですけれども、ユニバーサルデザイン推進リーダーの設置・活用、こちらなんですが、先ほど事務局の方から、庁内で話して１人ずつということになっていたんですけれども、各課に１人、推進リーダーを設置ということなんですが、こういった取組が今後ちゃんとできているのかな、しているのかなというのはとても大事になりますので、この内容については、こちらの協議会の方で、随時、お知らせいただきたいなと思います。
　次ですね、P65です。事業番号27番、学校施設のユニバーサルデザインの推進についてです。今、私もＰＴＡ等で学校に入っていきますと、トイレは、これからどんどん改修されると思うので、ジェンダーの関係で、男の子のトイレと女の子のトイレの入り口を、最初、一緒にしてとか、いろんな話を教育委員会の方からも聞いております。
　なので、こちらは、ユニバーサルデザインの視点プラスジェンダーの視点についても大事になっていくと思いますので、そちらも意識していただきたいなと思います。
　最後に、P66、事業番号29番、「近代化遺産としての史跡公園整備」ですね。
　今、こちらの陸軍板橋火薬製造所跡、こちらが国の史跡ということで、私の子どもも、今回、夏の自由研究で戦争について取り扱った際に、見る機会を得たんですけれども、こちらは板橋のものという認識が区民の中にあまり無いと思います。そこも、いろんな方が来て利用できるような公園として整備するために、やはりユニバーサルデザインの視点というのはすごく大事になってまいりますので、こちらは生涯学習課さんと障がい政策課さんと、まちづくりの部署の方と連携を組んで、ぜひとも親しみある公園整備をしていただきたいなと思いました。
〈会長〉　
たくさん意見をいただきまして、ありがとうございます。
　事務局の方で、今の意見についてお答えいただこうと思いますが、その前に、私、この「ジェンダー」という言葉を、今、この会議体では初めて聞いたと思います。それに関してどこにもなかったですね。当事者の中にも入っていないですし。
　ただ、これは、ここ数年ですけど、非常にピックアップされてきましたし、今までちょっと声として隠れていた、声を出しにくかった人たちが、発言するようになったということで、非常にピックアップされることが多くなっていると思います。この学校のところだけじゃなくて、何か、もしかしたら根本的なところにも触れておかなければいけないのかなというような気もしました。
　ユニバーサルデザインというのを広く捉えると、このＬＧＢＴＱの人も入っているんだよと言えなくもないわけです。なかなか難しい課題になりますが。
　私が問題をより複雑化してしまったかもしれませんが、事務局の方ではいかがでしょうか。
〈事務局〉
ご意見、ありがとうございます。
　今いただいた、例えば写真の差し替えだったり、ユニバーサル推進リーダーの協議会への報告だったり、あとは史跡公園の部分であったり、そういったところは取り入れさせて、反映していきたいと考えております。
　ただ、意見をいただいた学校施設のところでのジェンダーのところについては、ちょっと持ち帰って検討させていただきたいなというところです。
　関連する男女共同参画の施策であったりとか、そういったところとも整合を図っていく必要があるかと思いますし、今まだこの話は進展段階というか、まだ議論があるところかということで捉えておりますので、この10年先までの計画で、ちょっと軽々に乗せるのも難しいかなというところがあるので、こちらは持ち帰って検討させてください。
〈会長〉　
分かりました。ぜひ他部署の方々と検討いただきたいと思いますが、私は非常に積極的な意見というか、お考えが示されるんではないかなというふうに思っております。
　区民の関心事でもあると思いますので、多分、男女共同参画主管課をはじめ、他の部署はかなりそういうことに気を遣っているはずだと思っております。
　今の意見でいかがですか。補足はございませんか。では、引き続き、それでは、お願いいたします。
〈委員〉　
　ちょっとこれは、区の方にお聞きしたいんですけども、ユニバーサルデザイン相談窓口の設置という事業がありますが、これって新たな設置でしょうか。それとも今まであるものを充実させるとか、そういうことでしょうか。
　それと関連で、このユニバーサルデザイン相談窓口というのは、どういう相談を想定して、どういう回答を出して、回答したものをどうしようという、どういう想定でこのユニバーサルデザイン相談窓口というのは設けられるような立てつけになっているのでしょうか。それを聞いてから、また、もう一度質問したいと思います。
〈事務局〉
　P58、事業番号10のユニバーサルデザイン相談窓口については、こちらは、今も障がい政策課で、庁内から相談があれば受けているというところになっています。
　こちらについても、ユニバーサルデザイン推進リーダーを各課に設けていく中で、各課での取組も進めていきたいというところではございますが、引き続き、ユニバーサルデザイン推進の部署として相談を受けていきたいと考えております。
　区の職員、部署によっては、ふだんからユニバーサルデザインに触れていないような部署もありますので、そちらの部署の職員と一緒に考えながら進めていくことで、ユニバーサルデザインの考え方、理念を広めていきたいということで考えてございます。
〈委員〉　
分かりました。そうすると、現状は庁内の窓口ということですね。
　これは一般の区民、あるいはさっきからいろいろ出ている、当事者から、この建物とか、この使い方はユニバーサルデザイン上、おかしいんじゃないかとか、そういう、役所の中のそれぞれの方から持ち上がっている、外からの意見というのは、その窓口には受ける形になっていないんでしょうか、今は。
〈事務局〉
そうですね。基本は、庁内で、区の施策として、区の各事業にユニバーサルデザインの考え方を取り込んでいくためになっているので、庁内だけです。
〈委員〉
　それを聞いてからと思っていたんですけど、ぜひ、せっかくこの10年先までの話をしているんですから、庁内だけの相談窓口ではなくて、当事者も含めた一般の人も相談できる窓口にしていただきたいと思います。苦情処理になってしまうとちょっと困るかなということを恐らく考えていらっしゃると思うんですけど。それから、なおかつ、この素案ですと、関連事業になっているので、これは、結構、我々障がい者からいろいろとユニバーサルデザイン上の観点から提言をしたいときに、こんな下の方のランクになっていると、もしかしたら次回の改正で考えてもらえないので、主要事業みたいなところに入れてくれると、こちらは安心なのですが、そういう考え方はありませんか。
〈会長〉　
今の質問に答えていただく前に、私の方から、今現在、もし当事者から、当事者って誰だってなりますけど、当事者からいろんな意見が役所に上がってきたときに、どのように中で処理をされていくのかということを併せてお伺いいたします。
〈事務局〉
　今、現状としては、窓口が１本になっているわけではなくて、各事業の担当課に上がっていくような流れです。
　例えば公園の整備に関することであれば、みどりと公園課に情報が入ってきてということになりますし、まちづくりだったら、まちづくりの部署、それぞれの部署、それぞれの事業において、ユニバーサルデザインの観点でご意見があるということであれば、それぞれの部署に、今、上がってきている状態です。
　ですので、当区としては、この各課ということで、１本の窓口ということではなく、今、既存の仕組みで成り立っているところかなということで考えておりましたので、あえて外向きの相談の窓口ということでは想定していなかったところでございます。
〈会長〉　
ということで、それぞれの部署が、まずは区民の窓口になって、それで、そこで分からないことがあったら、ユニバーサルデザイン相談窓口に、そこの職員が、こういうのが来ているんだけど、どうしましょうかという、そういう流れだというふうに考えてよろしいですか。
〈事務局〉
はい、そうです。
〈会長〉　
ちょっと間に入って、言ってきた人はちょっともどかしいところがあるかもしれませんが。
〈事務局〉
P64、事業番号25、バリアフリー相談窓口ということでは受け付けているので、バリアフリーに関する相談ということでは記載しているところです。
〈会長〉　
これはあれですよね、技術的な相談で、あそこの公園にトイレを作ってくれとか、そういう相談窓口ではないですよね。
〈事務局〉
はい。技術的な相談が主です。失礼しました。
〈委員〉　
　そういうことでしたら、ぜひ、先ほど要望を出したとおりに、せっかく10年先のユニバーサルデザインのことを考えているんですから、この窓口も10年先を見越した形で、職員だけではなくて、一般の我々当事者だけじゃなくて、先ほどおっしゃった非常に関心を持っている方の提案も、恐らく持たれている方もいるかと思いますので、せっかくの「ユニバーサルデザイン相談窓口」というすばらしい名前がついているんですから、庁内だけにとどめずに、広く門戸を広げて、外からの意見も取り入れる相談室にしてもらいたいですね。
　そうしませんと、このユニバーサルデザインを物事に対する設計から現状、改善まで、一つの流れとして、ユニバーサルデザインの定着を考えているということでありますから、それを生かすためにも、このユニバーサルデザイン相談窓口という、極めて内容の分かりやすい窓口は外に向けた形で拡大して設けていただければと思います。
　それで、関連事業というような扱いではなくて、主要事業にできるかどうか分かりませんが、事業の格上げをしてもらって、内容的に今申し上げたようなことにしてもらえれば、私としては、これで話をしたかいがあるなと思います。よろしくお願いいたします。
〈会長〉　
いかがでしょうか。
〈事務局〉
今のご意見については、取り入れ方について検討させていただきたいと思います。
〈会長〉
では、ご検討の方をよろしくお願いいたします。
〈委員〉　
P73ページ、事業番号47番、避難所のユニバーサルデザインの推進のところなんですけれども、現在、私もＰＴＡ会長をしている関係もありまして、地域の避難所開設訓練を一緒に実施しております。小学校も、避難所になりますので、そこの備品のチェックもさせていただいて分かったことがありまして。今は液体ミルクとか、乳児のための支援の物資も結構あります。
　実際に東日本大震災のときには、乳児の避難やそこに対する支援というのがすごく問題というか、課題があるということが言われていましたので、やっぱり子どものいる世帯に対する支援の中でも、一番、乳児の支援が必要なんだと思います。学校とかの施設でも、液体ミルクを何百本と用意されているということでしたので、ここの事業概要の「高齢者や障がい者など、要配慮者を含む」というところに、果たして記述を含めていいか分からないんですけれども、書き方がちょっと私は分からないんですが、乳児のことも書いていただきたいと思います。実際にユニバーサルデザインの表記はすごく避難所開設のとき必要ですよねという話も、今、出ていまして、すごくたくさんの方がばっと押し寄せる中で、やっぱり一目でピクトグラムとかで分かるというのがすごく大事ですよねという話も出ております。
　特に乳児の場合は、オムツ替えとか、液体ミルク以外にも、いろいろ配慮が必要でして、なので、公園をはじめいろんな施設にあると本当に助かるなと思っております。
　なので、皆さん、トイレとかは意識されているとは思うんですが、この避難所のところにも、ちょっと強調して書いていただけるとうれしいなと思いました。
〈会長〉　
そう言われてみればということですけれども、高齢者や障がい者など、要配慮者はすごく強調されて、それ以外がないみたいに思われるという危惧があるんじゃないかなと思います。
　避難所のことについては、最近、いろいろ話題になっていますので、より子育てとか、女性の生理用品なんかをストックするとか、そこまで書く必要はないと思いますけれども、盛んに言われているところですので、そういう人たちを見逃さないような書き方を求められているのかなと思います。事務局、お願いします。
〈事務局〉
記載については、修正をかけていきたいと思いますし、あと、担当課の方とも調整を進めていきたいと思います。ありがとうございます。
〈会長〉
　ということで、それでは次のご意見お願いします。
〈委員〉　
よろしくお願いします。順番に質問いたします。幾つかあります。
　まず、P36の指針１のところの、施策（２）－①当事者参画のしくみづくりのところで、「当事者による点検のしくみをつくります」と書いてあるんですけど、これは、どのようなイメージがあるのかなというのを確認したいなと思います。
　それは、今もやっていることであるのか、例えば障がい団体の方と協力してやっていることなのか、それとも今後に向けて、いろんな当事者に声をかけてやっていける仕組みを考えているのか、これから考えるのかもしれないんですけど、ここのイメージをお伺いできたらと思います。
　次にP56、事業番号５、ユニバーサルデザイン職員研修の強化のところで、ここにも「区職員に対して、当事者の声も取り入れながら」とあるんですけど、この当事者というのが、どこから、どういう当事者の声を入れていくのか、今現在も取り入れているのかということを確認できたらと思います。
　それから、先ほど別の委員からのご意見が出ていたと思うんですけれど、P58の事業番号10、ユニバーサルデザイン相談窓口のところで、ここにも「区職員から相談を受け」と書いてあるところで、区の庁内の中だろうなということは分かっていたんですけれども、私としては、やっぱり何かを見つけたときに、いろんな課を検索して、そこを言わなきゃいけないというのは結構大変です。例えば道路が陥没していました、それは土木課ですよね。土木課に要望を言いに行ったこともあるんですけど、１個窓口があって、そこから状況が把握できるシステムがあれば、こちら側の区民としては、とてもちゃんと意見が言えるというのがあります。なので、せっかく区民のためのユニバーサルデザインの推進なので、そこもちょっと考えていただきたいと思っています。
　それから、P61、事業番号16、当事者参画プロセスの仕組み化と活用支援で、「多様な利用者の声を反映できるようにするために当事者参画手法を整理・共有します」「当事者参画の活用を支援します」とありますが、当事者参画ということをどのように考えているのか、どこまでを当事者と考えて、当事者がそこに参画できるのかどうかが私は気になります。
　あともう１つ、P76、事業番号67、外国人の防災訓練への参加促進のについて、防災訓練に外国の方が参加するときに、どうやってそれを知って、どう参加するのでしょうか。これは前回も言ったんですけど、私は自治会に所属しているから、自治会から回覧板が来て、そこで区の防災訓練に参加できるんですけど、そこに行くと、自治会の決められた区分どおりに、みんなが分かるようになっていて、自治会のグループ活動になるんですね。自治会に入ってない人がいきなりそこに来て、防災訓練に参加できるのだろうかというのが、私が参加して感じたことだったんです。
　ＰＴＡでも、他のいろんな団体も防災訓練をやっていらっしゃるとは思うんですけど、そういったものも含めて、外国人の防災訓練への参加促進をどうしていくのか、そのあたりのお考えを聞きたいなと思いました。
　以上です。長くなってすみません。
〈会長〉　
ありがとうございます。５点ぐらいだったかと思いますが、実は時間がかなり押しておりまして、まだ検討していただきたい議題があります。
　それで、事務局におかれましては、ただいまのご意見について、一つ一つ回答いただきたいところではありますが、ちょっと時間がありませんので、両者に対して申し訳ないんですが、ちょっとこれについては検討する。それで、あるいは、質問については個別に回答するということで、今日はよろしいでしょうか。
　ちょっと強引な打切りで申し訳ないのですが、ここまでとしたいと思います。どうしてもこれだけはちょっと言っておきたいというのがあればお聞きします。よろしいでしょうか。



　それでは、今度は資料２の説明をお願いいたします。
〈事務局〉
　今後の計画策定の工程につきましては、資料２をご覧いただければと存じます。
（資料２「板橋区ユニバーサルデザイン推進計画2035（素案）」について説明）
〈会長〉　
特に質問などはよろしいでしょうか。
　
【審議事項】
（２）板橋駅西口駅前広場再整備の検討について

〈会長〉
それでは、審議事項の２に移りたいと思います。

（地区整備課長より、資料３・４を用いて板橋駅西口駅前広場の整備について説明）
〈会長〉
　ご説明は以上ですね。ではこれから、質問とか、ご意見を伺おうかと思います。
　今のところはまだ間に合うと思いますけれども、これは旧中山道から直接入ることができないんですよね。これは人の動線を優先したということの表れだと思います。
　かなり大胆なプランだなと、私は思いました。
〈委員〉　
　今ご説明あったとおり、旧中山道から駅前広場には車では入れなくなる計画なんですけれども、今、タクシーでも、バスでも、旧中山道側からこのロータリーのところに入ってきていると思うんですけど、ここが塞がると、この黄色い動線になるわけですよね。
　この黄色い、ロータリーに入ってくるこの道って、そんなに広くないはずだと思います。今、旧中山道は完全に車道と歩道に段差がついて、ガードレールで分かれているので、この旧中山道自体は、人が歩く分には、車道としっかり分けられていて安全だと思うんですけど、この黄色い、今度、バスやタクシーが通る道の部分はそういう道路ではないですよね。
　そうすると、かえってバスとかタクシーとかの車がそっちを主に通るようになると、そこを歩く人は危険なんじゃないのかなと思いますが、そこについてはどういうふうに、こっちの道自体はどういう整備をしようと思っていらっしゃるのか、教えてください。
〈会長〉　
ありがとうございます。これについては、何か計画段階で議論があったというふうに聞いておりますので、お答えをお願いします。
〈地区整備課長〉
　お答えさせていただきます。まず道路の幅員のお話がございました。今、旧中山道と、あと、今、図でお示ししている、この「バスルート」と書いてある道路、こちらは全く違う幅員なのではないかというお話がございましたが、実際は全く同じ幅員でございます。
　全体では12ｍの幅員がございまして、車道部分が６ｍ、両側の歩道がそれぞれ３ｍと、こちらも旧中山道と同じように、まず歩道と車道は明確に構造が分かれ、あと、歩道の中には柵が設けられて、車道との間の横断を抑止するような安全措置は取られているという状況でございます。
　なお、こちらの道路でございますけれども、実態上は、交通量がこの辺りは非常に少ないエリアでございます。この近くに国道である中山道がございまして、実際には通過交通というのはそちらを通られます。なので、こちらの道路につきましては、交通量が非常に少ない状況です。
　例えば旧中山道においては、現状では、おおむね、ピーク時間であっても１時間に250台程度、一方、新たなバス通りは、ピーク時間で１時間60台程度というところで、その辺り、交通の渋滞や、安全上の支障があるような交通量ではないのかなと推計をしているところでございます。
〈会長〉　
ありがとうございます。ただいまのお答えについて、いかがでしょうか。
[bookmark: _Hlk210488362]〈委員〉　
そうすると、それがどこまで続くのかなんですけど、ここに入ってくるには、中山道から何本か入ってくる道があると思うんですけど、そのどこかがバス通りに変わるということなんですか。それとも、今、入ってきている道から、もう一歩奥まで入ってきて、そこがバス通りになるということですか。
〈会長〉　
どうでしょうか。
〈地区整備課長〉　
　現状のバスルートからまず申し上げますと、王子駅行きのバスは、北の方から、国道からの「補助73号線」と書いてある通りを下ってまいりまして、そこからグリーンロードと呼ばれる、そちらの交差点から右に入っていきます。そして、駅前広場のバス停に止まりますと、そのまま旧中山道側に左折で抜けるというルートを取っているような状況でございます。
　こちらが旧中山道側に行けなくなるとどうなるかというお話ですが、駅前広場への進入路は全く同じです。ただ、そこで転回して、そのまま同じ、来た道を戻るというようなルールに変わっていくような状況でございます。
〈会長〉　
ということだそうでございます。よろしいですか。
〈委員〉
　前回の令和３年のときにもこちらの委員をさせていただいていたので、ここまで進んだんだなと感動しています。
　私も地元民なので、通学、通勤で使っています。ただ、今回、こちらを見て、うれしい点と心配な点がありますので申し上げます。
　まず、うれしい点としましては、この歩行者動線です。現状、こういう勝手な渡り方をしていて、タクシー、バス、入ってきちゃったマイカーとかと子どもたちがいつ事故が起きるかと思っていました。このけやきが逆に死角となってしまって、飛び出して、接触しそうになるのを何度も見ておりますので、今回、新たに歩行者動線をしっかりと分けてもらったことで、安全で、子どもたちも憩える場所もあって、すごくわくわくした空間になるのかなと思いました。
　ただ、逆に心配なのが、先ほどお話に出ていた、車なんですね。
　私たち子育て世代は、雨の日ですと、どうしても子どもを車で送ります。今、うちは子どもがケガをしてしまっていますので、近くまで送るんですけれども、入れないとなると、その近くで止めると思います。
　そうすると、タクシー乗り場の辺りに入ってきて止めて、戻るんじゃないかなと思います。そしてそうすることによって、時間帯によって交通渋滞が起こってしまうのかなという心配があります。この整備自体がどうのこうのではないのですけど、そういったリスクもあるというのは考えていただきたいなと思います。
　あと、最後に、この黄色いバリケードみたいなところがあると思うんですけれども、バスルートのところに、これは壁ですかね、この周囲を囲っているのが壁だと思うんですけど、それはどういう仕様で考えられているのでしょうか。
　もしよければ、せっかくなので、地域の小学校の子どもたちに絵を描かせるですとか、そういったちょっとデザインも含めて、区民参加にすると、これは長年の板橋駅の再開発は区民の悲願でございますので、そこも考慮していただきたいなと思います。
　２の参加のプロセスなんですけど、やはり私ももう何十年とこれをすごく楽しみにしている、いつか変わればいいなと思って育ってきましたので、区民はとても関心があります。
　ただ、じっと見ているだけで、どういうふうに関わったらいいのかなというのが分からないので、パブコメとまでいかなくても、広報いたばし等に載せていただいて、ちょっと意見の募集があれば、ホームページ上に、マニアックな方も含めて、意見を入れると思いますので、そういった機会も、参加のプロセスは必ず踏んでいただいてつくられた方が、やっぱり区民の信頼も得られるのではないかと思いました。
〈会長〉　
大変よい意見をいただいたと思います。いかがでしょうか。
〈地区整備課長〉
お答えさせていただきます。１点目の、まず一般車の方のご利用、おっしゃるとおり、様々な方がご利用されていると認識されています。
　駅前を旧中山道と塞ぐことで何が起きるかというところをまず申し上げますと、実は現状ではここを通過するだけの方もいらっしゃいます。旧中山道の踏切側から来て、カーナビで設定すると、この駅前ルートに入る方が近道であるというようなルートがあったりするものですから、駅前に全く用事がなくても、人の往来がある場所に入ってくる車があります。ここがこう塞がることによって、結果的には交通量が減る効果をもたらします。
　一方で、駅前には、当然、駅自体をご利用される方は一定数いらっしゃる。それは認識しておりますので、今申し上げたように交通量減る部分と増える部分、ここを相殺して今考えているところです。併せて再開発で若干やはり車両の需要がございます。その辺りは、当然、ビルの中に必要な駐車の台数は確保できるように計画はされていますけれども、そういったところを総合的に勘案して、当然、周辺に影響がないようにというのは想定しております。
　ただし、個別に、お話しいただいたとおり、安全対策は個々に生じるものというのは現場でしっかりと考えながら、道路ごとに検討していきたいと考えているところです。
　二つ目のお話です。これは、すみません、イメージ図が分かりづらかったんですが、これは先ほど申し上げた大屋根でございます。壁ではございません。
　ここは、実はバスの乗り降り場所とか、その左側にあります障がい者用の乗降場だけではない、屋根を大きくかけたいと考えております。
　我々、この駅前広場は、単に交通をつなぐだけではなく、やはりそこに陰を作って、居心地のよい場所にもなってほしいと思っています。
　例えば緑の中で遊んでいらっしゃるお子さんがいたときに、お子さんをちょっとこういった陰で見守られる保護者の方がいらっしゃる、そういう場面も想定しておりますので、バスの乗り降り場だけではないところにも屋根を、そういったところには、例えばベンチを置くとか、そういった環境面の空間を作っていくことで、より皆様に利用されるような空間としていきたいということで、こちらは大屋根でございました。ただ、お子様を巻き込んでというお話をいただきましたので、そういったところも検討させていただきたいと思います。
　また、参加のプロセスにつきまして、現状では、この地域の方には全戸5,000世帯にポスティングして、アンケートも取りながら、かつ、いただいたご意見はＱ＆Ａ方式で、疑問とか不安にはお答えはしているところですが、より広い区民の方のご利用ということもあろうかと思いますので、今おっしゃっていただいたパブリックコメント、広報、その辺りは検討させていただければと思っております。
〈会長〉　
その辺、質問に答えているというのは、個別に答えていらっしゃるんですか。
[bookmark: _Hlk210491962]〈地区整備課長〉　
質問につきましては、個別にではなくて、項目にまとめさせていただいています。特に多いのは、やはり目に見えるところだけではなく、周辺地域への影響です。
　まさしく、例えば渋滞が発生するのではないか、消防、救急活動に支障があるのではないか、そういったところがいろいろ項目として出てきましたので、それを項目としてまとめた形で、かつ、なるべく図を使いながら、ホームページで公開しているというようなところでございます。
〈会長〉　
それを見ると、また新たな意見が出てくるという、そういうやり取りのような形で進んでいるということですか。
〈地区整備課長〉　
そうですね。なるべく対話のような形を目指しております。
〈会長〉　
ということだそうでございます。よろしいですか。では次の方どうぞ。
〈委員〉　
　この整備イメージの中にある大屋根のことについてお聞きしたいと思います。
　大屋根は、JR板橋駅の入り口とつながるんでしょうか。駅も建て替えはあると思うんですけど、入り口まで雨にぬれないようなルートがあるといいなと思いました。
　あと、福祉車両の昇降場について、福祉車両は車の後ろに回って、そこから車椅子で昇降するタイプが多いと思います。バスだと、横から乗れるので、屋根のあるところから乗れると思うんですけど、福祉車両、福祉タクシーに関しては、もしこの大屋根ができるのであれば、どうにかして、うまく昇降まで雨にぬれずにできると皆さん大変でなくなるんじゃないですかとちょっと思いました。
　あと、車椅子から車に乗るときには、段差があると、そこからいちいち段差のないところまで行って乗るとかという動作もあり得ます。うまく段差を使ってスロープを出せるようなバスとかであれば問題はないんですけど、特に福祉車両とか、段差じゃないところまで降りなきゃいけない現実があるので、そこも踏まえて、せっかくだから対応してほしいなと思っております。
　あと、トイレがどこにできるのか、教えてください。
　トイレは、多分、だれでもトイレか、もしくは、だれでもトイレと一般の人が使うトイレになると思うんですけど、資料にトイレの位置が書いてなかったので。けやきのところのすぐ横かなと思ったけど、それを教えてほしいなと思います。
〈会長〉　
ありがとうございます。要するに駅へのアプローチというか、どうやって近づいていくか、そのときに雨にぬれないかとか、そういうことだと思います。
　それから、今、福祉車両についてのお話があましたが、その構造とか、今発言があった乗り降りのやり方とかということについてはご理解いただいておりますか。じゃあ、お答えの方をお願いします。
〈地区整備課長〉　
　１点目が、駅からのアプローチでぬれないような環境をということで、これはおっしゃるとおりだと思います。ＪＲの敷地から、区の道路用地を通って、また駅に行くという中では、どのように動線を作れるかというお話になりますが、今、ＪＲ板橋駅自体は、この資料にある建物がまだ完成しておりません。
　一方で、線路沿いの部分は、既にバリアーフリールートであるエレベーター、もしくは階段、これがもう設置されています。
　今後、2027年度、まさに２年後でございますが、このビルが完成した暁には、現在のＪＲ板橋駅の改札口は、板橋区方面にフラットに行くとシャッターが下りているんですけれども、そこが開きまして、商業施設の地下１階に直結されます。その中で、店舗のエスカレーターを利用しても地上に行けるような環境はできる見込みです。
　ただこの事業地の中は、あくまでひさしが敷地境界の中に収まるような形で整備されているのみということで、この板橋駅までの全体の動線をぬれない環境でというのは、ちょっと今のところ計画がないところではあります。
　ただ、バス停には、そういったお話がありましたのと、今おっしゃっていたのは、待つ場所ではなく、車道側、乗るのは車道側で乗るところだから、そこにも屋根が必要なのではないかというご意見かと思いますので、その辺りは今後の設計の段階でしっかり配慮したいと考えております。
　また、福祉車両の段差のお話でございまして、我々がいつも参照しておりますのは、道路のユニバーサルデザインガイドラインです。これは国が出している資料でございます、そのガイドラインでは、まず、バス停の高さについては、おっしゃるとおり、15センチの普通のブロックを標準としています。
一方で、タクシー乗り場とか、福祉車両用の乗り場はむしろ平たんであることが求められるというところがありますので、例えば福祉車両については、可能な限り平たんとすると書かれていることは認識しております。
　その辺りをどのように、じゃあ、具体的な詳細の設計を詰めるか、これからの段階でございますので、そういう歩道と車道の間のブロックの高さの話というのは、しっかりとそういう基準も参照しながら、適切に検討していきたいと考えています。
　最後に、トイレのお話でございます。ちょっとこちらには表記がございませんでしたが、真ん中にある、むすびのけやきのちょうど左側に、少し四角い形のものがありまして、ここに実はトイレを備え付けた施設を一つ設置します。
　この施設は、トイレだけではなく、屋外で活動される方の、例えば椅子であるとか、テーブルであるとか、場合によっては防災のときに活用できるようなものをしまっておける倉庫、あるいは情報を発信できるようなデジタルサインみたいなものとか、そういう情報発信の機能も持ったりしていきたいと考えています。
　ここに、だれでもトイレを設置するということで考えているところでございます。
〈会長〉　
ありがとうございます。いかがでしょうか、よろしいですか。
〈委員〉　
ありがとうございます。
〈会長〉　
ありがとうございます。予定時間になってしまったんですが、それでもやっぱりご意見をどうしてもという方はいらっしゃいますか。お願いします。
〈委員〉
一つ確認をしたいんですけれども、今、銀行があるビルと、今、閉店しているおそば屋さんがあったところがありますね、あそこの道がありますよね。あの道は潰れるんでしょうか。
　それで、お聞きした理由は、私たち聞こえない人としては、道を尋ねることができないのです。なので、板橋駅から、新板橋の駅の方まで行かれない方が多いんですね、聞こえない人は。
　それで、今までの教え方は、銀行のビルとおそば屋さんのビルの間を抜けて、右に真っすぐ行くと新板橋の駅に行けますよという説明をしてきましたけれども、その道がなくなりますと、今度、説明ができなくなるので、ちょっとお聞きしたいです。
〈会長〉　
　これはもしかしたらサイン計画なんかにも絡むんじゃないかと思います。まだ何も出ていないようですけれども、お願いします。
〈地区整備課長〉　
　今おっしゃっていただいた、まず銀行のビルは残ります。ただ、おそば屋さんについては、板橋駅西口地区再開発の角にございました。そこは、今、再開発事業で工事中でございます。
　その間の道路は、区の道路としては残りますが、車が通れる道路ではなくなり、歩行者のみが通れる道路に変わるという意味でございます。建築の敷地になるわけではないというふうに、まず捉えてください。
　その中で、今おっしゃっていただいたとおり、慣れ親しんだ環境が大きく変わることで、やはりどうやってご案内されるかというのは、一つ一つ我々もしっかり考えないといけないと思っています。
　先ほど八藤後会長からもあったとおり、案内表示というのをどのように行うか、これも重要な視点だと思っていますので、しっかりとそのサイン計画というところの設計で、駅の間の乗換えの動線のご案内を、イメージしやすく、分かりやすく明示できるよう、しっかりと検討してまいりたいと考えております。

〈会長〉
よろしいですか。サイン計画がまたできましたら、こういう場でぜひご検討していただければと思います。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。
　ちょっと時間が過ぎてしまいまして、本来であれば、司会の不手際と言うんですが、私は申し上げません。非常によい議論ができたからです。感謝しております。ありがとうございました。
　では、本日の議題は以上です。
　では、引き続き、事務局から何かありましたらお願いいたします。
〈事務局〉
委員の皆様におかれましては、長時間のご審議、誠にありがとうございました。
　事務連絡ですが、次回の協議会は、令和８年１月７日、午後２時からを予定してございます。開催日が近くなりましたら、改めてご案内の通知と資料をお送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
　最後に、本日の協議会でご発言できなかったこともあろうかと思います。追加のご意見がございましたら、10月７日火曜日までに、メールなどで事務局までお寄せいただければ幸いです。今後とも、板橋区のユニバーサルデザインの推進に関しまして、より一層のお力添えをいただければ幸いです。
　事務局からは、以上でございます。
〈会長〉　
ありがとうございました。では、これで閉会といたします。本日はどうもありがとうございました。
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